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（事業の目的）  
第１条 社会福祉法人善隣福祉会（以下「事業者」という。）が運営する  
  善隣学童クラブ（以下「事業者」という。）が児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第１項に基づき、

放課後児童健全育成事業（以下「事業」という。）を行うことを目的

とする。  
 
 
（運営の方針）  
第２条 事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その  

保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等と

の連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、

当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確

立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。  
２ 事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格

を尊重して、その運営を行うものとする。  
３ 事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地

域社会に対し、当該事業者が行う事業の運営の内容を適切に説明する

よう努めるものとする。  
４ 事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を

公表するよう努めるものとする。  
５ 事業所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に

対する危害防止に十分な考慮を払って設けるものとする。  
 
 
（事業所の名称等）  
第３条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

（１）  名称  善隣学童クラブ  
（２）  所在地 熊本県人吉市瓦屋町１１０６番地  
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（職員の職種、員数及び職務の内容）  
第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりである。 

（１）放課後児童支援員：１名  
放課後児童支援員は、利用者への支援提供、利用者の保護

者との連絡調整、設備及び備品等の安全管理を行う。  
（２）補助員：３名  
       補助員は、放課後児童支援員の補助を行う。  

 
 
（開所日及び開所時間）  
第５条 事業の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。  

（１）開所日  
ア 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日、お盆休み

（８月１３日から８月１５日まで）及び年末年始（１２

月２９日から翌年１月３日まで）、保育園の卒園式の日を

除く。  
イ 開所日数は１年につき２５０日以上とする。  

（２）開所時間  
ア 小学校の授業がある日：午後３時から午後６時まで  

      イ 小学校の授業の休業日(長期休暇等も含む)：午前８時か  
ら午後６時まで  

           ウ 土曜日：午前８時から午後６時まで  
      エ 延長保育：午後６時１分から午後７時まで  
 ２ 事業者は、特に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわら  

ず、開所日及び開所時間を変更することができる。この場合、あらか  
じめ、保護者に周知するものとする。  

 
 
（支援の内容）  
第６条   事業所で行う事業の内容は、次のとおりとする。  

（１）事業における支援の提供  
       第５条に規定する開所日及び開所時間において、利用者へ

の支援の提供を行なう。  
（２）その他支援に係る行事等  
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（支援の提供により利用者の保護者が支払うべき額）  
第７条 保護者が支払うべき額（以下「保護者負担額」という。）は、以 

下のとおりとする。  
 

（入会費）   年度始め１回        １，０００円 
 
（保護者会費） 年度始め１回         ５００円         
 
（保育料）  【通   年】  １か月  ：  ７，０００円  
              ８月  ：  １１，０００円  

 
       【日割り】  １日  ：    １，０００円  

半日  ：        ５００円  
 

      （兄弟姉妹減免制度）  
      兄弟で通年のところは、次のようになる。  

①  ２人の兄弟姉妹の場合 
１人目：７，０００円、２人目：５，０００円  

                 したがって一世帯合計：１２，０００円  
②  ３人の兄弟姉妹の場合 

１人目：７，０００円、２人目：５，０００円、        

３人目：５，０００円 
          したがって一世帯合計：１７，０００円  
 

ただし、８月は①、②とも２人目以降の減免はなく、  
一律１１，０００円／人となる。  

 
☆  通年以外の夏休み（７月後半～８月）のみの利用は、      

１人目１８，０００円で２人目以降が１５，０００円／人とする。     

ただし、通年以外の８月のみの利用は、兄弟姉妹の減免制度はな

く一律１３，０００円／人とする。  
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   （延長保育） 保育園と同額となる。 
      利用時間 
利用児数  

１８：０１～  

１８：３０  
１８：３１～  

１９：００  
１人  ３００円  ４００円  

２人  ５００円  ６００円  
３人  ７００円  ８００円  

 
 ２ 第１項に規定する保護者負担額の他、支援の内容により、実費を

徴収することがある。この場合、あらかじめ、保護者に対して支援

の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとす

る。  
 
 

（利用定員）  
第８条 利用者の定員は原則３５名とする。  
 
 
（通常の事業の実施地域）  
第９条 通常の事業の実施地域は人吉西小学校区とする。ただし、これを

超えて利用することを妨げるものではない。  
 
 
（事業の利用にあたっての留意事項）  
第１０条 保護者は、事業の利用にあたっては、次に規定する内容に留意

すること。  
（1）  利用者が欠席する場合には、保護者は電話その他の連絡方法により

事業所に届け出ること。  
（2）  感染症の発生により、他の利用者への感染の恐れがあると認められ

る場合は、事業所は利用者に対して休所を命ずることができる。  
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（緊急時等における対応）  
第１１条 支援の提供を行なっている際に利用者の体調に急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じる。  
 ２ 事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、

速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じる。また、その原因を解明し、再発防止の対策を講じる。 
 ３ 事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、関係機関と協議の上、損害賠償を速やかに行うものとす

る。  
 
 
（非常災害の対策）  
第１２条 事業者は、消火器具（消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）

第１０条第１項に規定する消火器具をいう。）等の消火器具、非常口

その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具

他的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努める

ものとする。  
 ２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを

行う。  
 
 
（苦情への対応）  
第１３条 事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための

窓口を設置する等の必要な措置を講じる。  
 ２ 事業者は、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。  
 ３ 事業者は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 条）第 83 条に規定す

る運営適正化委員会が行う同法第 85 条第 1 項の規定による調査にで

きる限り協力する。  
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（個人情報の保護）  
第１４条 事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  
 ２ 事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置

を講じなければならない。  
 
 
（虐待防止に関する事項）  
第１５条 事業者及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第３３条の１０

各号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。  
 
 
（その他事業の運営に関する重要事項）  
第１６条 事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保する。  
 ２ 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、市

が定める期間、保存するものとする。  
 ３ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は必要に応じ

て、保護者に周知するものとする。  
    

 
 附 則  
この規程は平成２７年４月１日から施行する。  
 

改訂履歴  
改定日 施行日 主な改訂内容 

H28.4.1 H28.4.1 第７条の兄弟姉妹減免制度に３人の兄弟姉妹の場合を

追加。 

H30.4.1 H30.4.1 第４条（職員の職種、員数及び職務の内容）第１項（１）

の放課後児童支援員の員数を１名、（２）補助員の員数

を２名に変更。 
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第１５条（虐待防止に関する事項）を新たに追加し、旧

第１５条（その他事業の運営に関する重要事項）を一条

繰り下げ、第１６条（その他事業の運営に関する重要事

項）とする。 

H31.4.1 H31.4.1 第４条（職員の職種、員数及び職務の内容）第１項（１）

の放課後児童支援員の員数を２名、（２）補助員の員数

を１名に変更。 

H31.4.1 H31.4.1 第５条（開所日及び開所時間）第１項（１）のアの但し

書きに、「お盆休み（８月１３日から８月１５日まで）」

と「保育園の卒園式の日」を追加。 

H31.4.1 H31.4.1 第７条（支援の提供により利用者の保護者が支払うべき

額）の（保育料）【通年】の変更。 

１か月 ： ６，０００円 ⇒ ７，０００円 

８月 ： １０，０００円 ⇒ １１，０００円 

H31.4.1 H31.4.1 第７条（支援の提供により利用者の保護者が支払うべき

額）第１項の（兄弟姉妹減免制度）の通年利用者の変更。 

①  ２人の兄弟姉妹の場合 

１人目：６，０００円 ⇒ ７，０００円、 

２人目：４，０００円 ⇒ ５，０００円 

したがって一世帯合計：１０，０００円 ⇒ １２，０００円 

 

②  ３人の兄弟姉妹の場合 
１人目：５，０００円 ⇒  ７，０００円、 
２人目：５，０００円 ⇒  ５，０００円、        

３人目：５，０００円 ⇒  ５，０００円  
したがって一世帯合計：１５，０００円  ⇒  １７，０００円  

 
ただし、８月は２人目以降の減免はなく、一律１０，

０００円  ⇒  １１，０００円／人となる。 
R2.4.1 R2.4.1 第４条（職員の職種、員数及び職務の内容）第１項（１）

の放課後児童支援員の員数を１名、（２）補助員の員数

を３名に変更。 

 


